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パスワード管理
利用制限設定済み
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㉖機器を与える際の
　注意点は？

No.26-1
 機器は「買い与える」ものでは
なく、「貸し出す」もの

No.26-2
パスワードの管理や必要な利用制限をかけることも忘れないで

うまホと学ぼう！ネット利用

●よくある保護者の悩みと
　それぞれへの対処例

●パスワードは保護者がしっかりと管理

・パスワード管理ツール（ソフトウェア）を利用
・エクセルなどの表計算ソフトで ID とパスワードを別ファイルとして保管
・専用のノートに手書きをして、施錠できる場所に保管
・管理するパスワードを次の３つ程度に絞る
　①連絡先として登録するメールアカウントのパスワード
　②パソコンやスマートフォン自体のログインパスワード
　③パスワード管理ツールのパスワード
　　※「覚えやすくして使いまわし」ではなく「覚えにくくても強い」パスワードをサービスごとに設定
　　　することが大切です。
　　※もし忘れてしまっても、連絡先メールアカウントを経由すれば、救済（再発行）される場合もあります。
　　※「使っている」アプリを管理可能な範囲まで減らすことも必要です。

［パスワード管理の工夫］

・機器もアプリもキライ、ニガテ
		（機器上の設定などしたくない）
　大きな失敗に発展することだけは避けましょう
　→困ったらすぐ保護者に相談できるような関
　　係づくりが大切です
・もう手遅れだ
		（子どもに自由に使わせてしまっている）
　現学齢での注意点について一緒に確かめましょう
　次の機器更新が好機（＝貸し与えに切り替え）

・まだ間に合うが、適切な進め方が分からない
　「保護者管理」機能の限界を知りましょう
　子どもと対話しながら現実的な設定をしましょう


